
第３０号議案 

芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和５年２月１４日提出 

                       芦屋市長 伊 藤  舞 

提案理由 

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の軽減に係る所得判定基準を改定

するとともに、健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の支給額を改定

する等のため、この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

芦屋市国民健康保険条例（昭和３８年芦屋市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（出産育児一時金） （出産育児一時金） 

第５条 被保険者が出産したときは，当該被保険者の属する世帯の

世帯主に対し，出産育児一時金として一産児につき４８８，００

０円を支給する。ただし，市長が健康保険法施行令（大正１５年

勅令第２４３号）第３６条ただし書の規定を勘案し，必要がある

と認めるときは，４８８，０００円に３０，０００円を超えない

範囲内で規則で定める額を加算する。 

第５条 被保険者が出産したときは，当該被保険者の属する世帯の

世帯主に対し，出産育児一時金として一産児につき４０８，００

０円を支給する。ただし，市長が健康保険法施行令（大正１５年

勅令第２４３号）第３６条ただし書の規定を勘案し，必要がある

と認めるときは，４０８，０００円に３０，０００円を超えない

範囲内で規則で定める額を加算する。 

２ （略） ２ （略） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） （一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第１１条 第１０条の所得割額は，一般被保険者に係る賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第

第１１条 第１０条の所得割額は，一般被保険者に係る賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第

30-2



改正後 改正前 

３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額（同法附則第３５条の２の６第８項又は第１１項の規定の適用

がある場合には，その適用後の金額），同法附則第３３条の３第

５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額，同法附則第３４

条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項，第３

４条第１項，第３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第３５

条第１項，第３５条の２第１項，第３５条の３第１項又は第３６

条の規定の適用がある場合には，これらの規定の適用により同法

第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金

額を控除した金額），地方税法附則第３５条第５項に規定する短

期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは

第２項，第３４条第１項，第３４条の２第１項，第３４条の３第

１項，第３５条第１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は，これらの規定の適用により同法第３２条第１項に規定する短

期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額），地方税法

附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用がある場

合には，その適用後の金額），同法附則第３５条の２の２第５項

に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５

条の２の６第１１項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５

項の規定の適用がある場合には，その適用後の金額），同法附則

第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額

（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合に

は，その適用後の金額），外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４

３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項の規定の適

用がある場合には，その適用後の金額），同法附則第３３条の３

第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額，同法附則第３

４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項，第

３４条第１項，第３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第３

５条第１項，第３５条の２第１項，第３５条の３第１項又は第３

６条の規定の適用がある場合には，これらの規定の適用により同

法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する

金額を控除した金額），地方税法附則第３５条第５項に規定する

短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３３条の４第１項若しく

は第２項，第３４条第１項，第３４条の２第１項，第３４条の３

第１項，第３５条第１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は，これらの規定の適用により同法第３２条第１項に規定する短

期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額），地方税法

附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用がある場

合には，その適用後の金額），同法附則第３５条の２の２第５項

に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５

条の２の６第１５項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５

項の規定の適用がある場合には，その適用後の金額），同法附則

第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額

（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合に

は，その適用後の金額），外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４
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改正後 改正前 

４号）第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項に

おいて準用する場合を含む。第１７条第１項第１号において同

じ。）に規定する特例適用利子等の額，同法第８条第４項（同法

第１２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を含

む。同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額，租税

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に

関する法律（昭和４４年法律第４６号。第１７条において「租税

条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定す

る条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配

当等の額をいう。以下この条において同じ。）の合計額から地方

税法第３１４条の２第２項の規定による控除をした後の総所得

金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）

に，第１３条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

４号）第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項に

おいて準用する場合を含む。第１７条第１項第１号において同

じ。）に規定する特例適用利子等の額，同法第８条第４項（同法

第１２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を含

む。同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額，租税

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に

関する法律（昭和４４年法律第４６号。第１７条において「租税

条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定す

る条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配

当等の額をいう。以下この条において同じ。）の合計額から地方

税法第３１４条の２第２項の規定による控除をした後の総所得

金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）

に，第１３条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額） 

第１７条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料

の賦課額のうち基礎賦課額は，第１０条又は第１３条の２の基礎

賦課額から，それぞれ，当該各号に定める額を減額して得た額（当

該減額して得た額が第１３条の６に規定する額を超える場合に

は，当該額）とする。 

第１７条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料

の賦課額のうち基礎賦課額は，第１０条又は第１３条の２の基礎

賦課額から，それぞれ，当該各号に定める額を減額して得た額（当

該減額して得た額が第１３条の６に規定する額を超える場合に

は，当該額）とする。 

(1) 世帯主，当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の

納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在に

おいてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者に

つき算定した地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所

得金額（青色専従者給与額又は事業専従者控除額については，

(1) 世帯主，当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の

納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在に

おいてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者に

つき算定した地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所

得金額（青色専従者給与額又は事業専従者控除額については，
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改正後 改正前 

同法第３１３条第３項，第４項又は第５項の規定を適用せず，

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第５７条第１項，第３項

又は第４項の規定の例によらないものとし，山林所得金額並び

に他の所得と区分して計算される所得の金額（地方税法附則第

３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の

金額（同法附則第３５条の２の６第８項又は第１１項の規定の

適用がある場合には，その適用後の金額），同法附則第３３条

の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額，同法附

則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額，同法附則第

３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額，同法附則第３５

条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額

（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用がある場合に

は，その適用後の金額），同法附則第３５条の２の２第５項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５

条の２の６第１１項又は第３５条の３第１３項若しくは第１

５項の規定の適用がある場合には，その適用後の金額），同法

附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある

場合には，その適用後の金額），外国居住者等の所得に対する

相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第２

項に規定する特例適用利子等の額，同法第８条第４項に規定す

る特例適用配当等の額，租税条約等実施特例法第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に

規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同

じ。）の算定についても同様とする。以下同じ。）及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算

同法第３１３条第３項，第４項又は第５項の規定を適用せず，

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第５７条第１項，第３項

又は第４項の規定の例によらないものとし，山林所得金額並び

に他の所得と区分して計算される所得の金額（地方税法附則第

３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の

金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項の規定

の適用がある場合には，その適用後の金額），同法附則第３３

条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額，同法

附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額，同法附則

第３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額，同法附則第３

５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用がある場合に

は，その適用後の金額），同法附則第３５条の２の２第５項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５

条の２の６第１５項又は第３５条の３第１３項若しくは第１

５項の規定の適用がある場合には，その適用後の金額），同法

附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある

場合には，その適用後の金額），外国居住者等の所得に対する

相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第２

項に規定する特例適用利子等の額，同法第８条第４項に規定す

る特例適用配当等の額，租税条約等実施特例法第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に

規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同

じ。）の算定についても同様とする。以下同じ。）及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算
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改正後 改正前 

額が，地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世

帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一

世帯所属者（次号及び第３号において「世帯主等」という。）

のうち給与所得を有する者（前年中に同条第１項に規定する総

所得金額に係る所得税法第２８条第１項に規定する給与所得

について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受け

た者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円を超

える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び

公的年金等に係る所得を有する者（前年中に地方税法第３１４

条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条

第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項

に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未

満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が６０万円を超

える者に限り，年齢６５歳以上の者にあつては当該公的年金等

の収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をいい，給与所

得を有する者を除く。）の数の合計数（次号及び第３号におい

て「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあつては，

地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 

   アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度

分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

額が，地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世

帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一

世帯所属者（次号及び第３号において「世帯主等」という。）

のうち給与所得を有する者（前年中に同条第１項に規定する総

所得金額に係る所得税法第２８条第１項に規定する給与所得

について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受け

た者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円を超

える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び

公的年金等に係る所得を有する者（前年中に地方税法第３１４

条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条

第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項

に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未

満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が６０万円を超

える者に限り，年齢６５歳以上の者にあつては当該公的年金等

の収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をいい，給与所

得を有する者を除く。）の数の合計数（次号及び第３号におい

て「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあつては，

地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 

   アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度

分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア・イ （略）  ア・イ （略）  

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合算額が，地方税法第３

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合算額が，地方税法第３
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改正後 改正前 

１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあつては，同号に定める金額に当

該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得

た金額を加えた金額）に２９０，０００円に当該年度の保険料

賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には

その発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保

険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額

を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者で

あつて前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯

に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者

均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイ

に掲げる額とを合算した額 

１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあつては，同号に定める金額に当

該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得

た金額を加えた金額）に２８５，０００円に当該年度の保険料

賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には

その発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保

険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額

を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者で

あつて前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯

に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者

均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイ

に掲げる額とを合算した額 

ア・イ （略）  ア・イ （略）  

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額の合算額が，地方税法第

３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与

所得者等の数が２以上の場合にあつては，同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて

得た金額を加えた金額）に５３５，０００円に当該年度の保険

料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

はその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被

保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た

額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

であつて前２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該

世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額の合算額が，地方税法第

３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与

所得者等の数が２以上の場合にあつては，同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて

得た金額を加えた金額）に５２０，０００円に当該年度の保険

料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

はその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被

保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た

額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

であつて前２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該

世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額
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改正後 改正前 

とイに掲げる額とを合算した額 とイに掲げる額とを合算した額 

ア・イ （略）  ア・イ （略）  

２～５ （略）  ２～５ （略）  

（特例対象被保険者等に係る届出） （特例対象被保険者等に係る届出） 

第２１条の３ （略） 第２１条の３ （略） 

２ 前項の届出に当たり，特例対象被保険者等の雇用保険法施行規

則（昭和５０年労働省令第３号）第１７条の２第１項第１号に規

定する雇用保険受給資格者証その他特例対象被保険者等である

ことの事実を証明する書類の提示を求められた場合においては，

これを提示しなければならない。 

２ 前項の届出に当たり，特例対象被保険者等の雇用保険法施行規

則（昭和５０年労働省令第３号）第１７条の２第１項第１号に規

定する雇用保険受給資格者証の提示を求められた場合において

は，これを提示しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１１条第１項及び第１７条第１項第１号の改正規定は、令和６

年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第１７条第１項第２号及び第３号の規定は、令和５年度以後の年度分の保険

料について適用し、令和４年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る芦屋市国民健康保険条例第５条の規定による出産育児一時金の額について

は、なお従前の例による。 
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参 照 

芦屋市国民健康保険条例の一部改正要綱 

１ 改正の趣旨 

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の軽減に係る所得判定基準を改

定するとともに、健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の支給額を

改定する等のため、この条例を制定しようとするもの。 

２ 改正の内容

(1) 被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減に係る所得判定基準の改定 

（第１７条関係） 

ア ５割軽減の対象となる世帯の国民健康保険料の軽減の判定に用いる所得金額

（以下「軽減判定所得」という。）の算定において、被保険者数と特定同一世帯

所属者（※）数の合計数に乗じる金額を２９万円（現行は２８万５千円）に改

める。 

イ ２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数と特

定同一世帯所属者数の合計数に乗じる金額を５３万５千円（現行は５２万円）

に改める。 

※ 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し

た後も継続して同一の世帯に属する者をいう。 

(2) 出産育児一時金の支給額を４８８，０００円（現行は４０８，０００円）に改

める。（第５条関係） 

(3) 特例対象被保険者等に係る届出に当たり、特例対象被保険者等であることの事

実を証明する書類の提示も可能とする。（第２１条の３関係） 

(4) 地方税法の一部改正に伴う同法の引用条項の整理（第１１条及び第１７条関係） 
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３ 施行期日等 

(1) ２(1)から(3)までの規定 令和５年４月１日 

(2) ２(4)の規定 令和６年１月１日 

(3) ２(1)の規定は、令和５年度以後の年度分の保険料について適用し、令和４年度

以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

(4) ２(2)の規定は、施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額につ

いては、なお従前の例による。 
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第３０号議案説明資料 

国民健康保険料の軽減に係る所得判定基準の改定について

低所得者世帯の保険料については、所得の合計額に応じて応益割（均等割＋平等割）

を軽減している。 

〔 国民健康保険料 ＝ 応能割（所得割）＋  応益割（均等割+平等割） 〕 

●軽減が受けられる世帯の合計所得金額の上限額 

軽減 
割合 

算定内容 

７割 現 行 ４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）以下 

５割 

現 行 
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）＋２８．５

万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）以下 

改正案 
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）＋２９万円

×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）以下 

２割 

現 行 
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）＋５２万円

×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）以下 

改正案 
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）＋５３．５

万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）以下 

（例）夫婦と子ども２人の世帯で給与収入のみ（給与所得者が１人）の場合 

５割軽減 ２割軽減 

現 行 
合計所得 １５７万円以下 

（給与収入 約２３５．９万円以下）

合計所得 ２５１万円以下 

（給与収入 約３６９．１万円以下）

改正案 
合計所得 １５９万円以下 

（給与収入 約２３８．７万円以下）

合計所得 ２５７万円以下 

（給与収入 約３７６．３万円以下）
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